
令和８年度福岡市水道局ホームページバナー広告掲載業務に関する仕様書 

 

１．業務の内容 

  水道局ホームページにバナー広告を掲載するため、広告主募集等の業務を行う。 

福岡市水道局ホームページ URL：https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/somu/  

 

２．広告掲載に関する仕様 

 （１）概要 

   ① 所   管：福岡市水道局総務課 

   ② アクセス数：水道局トップページ 

           21,140 件／月（令和７年４月～令和７年 12 月までの平均値）  

 （２）広告掲載業務内容 

   下記の広告スペースの広告主の募集及びバナー広告の作成に関すること。  

   ① 広告スペース 

水道局トップページ下段４枠（広告掲載位置については、別紙参照） 

   ② バナーの大きさ・種類 

      バナーのサイズ：１６０ｐｘ × ５０ｐｘ 

      ファイルの種類：「GIF」または「JPG」 

      ファイルの容量：１バナーにつき１０KB 以内とする。 

   ③ 枠を結合することはできません。 

（３）広告主の選定及び掲載内容 

① 水の販売に関することの広告は掲載できません。 

② 「福岡市水道局広報物に関する広告掲載実施要綱・要領」及び「福岡市水道

局ネット広告表現ガイドライン」に則ること。     

（４）その他条件等 

  ① 広告原稿・バナーファイルの作成に際し、アニメーション GIF の使用は可

能だが、フラッシュ、Java や JavaScript の使用はできない。アニメーショ

ンを使用する場合には、バナー全体が３秒間隔で入れ替わるようにすること。

また閲覧者に不快感を与えないよう「福岡市水道局ネット広告表現ガイドラ

イン」に則り作成すること。 

  ② メンテナンスや障害等によりホームページの公開が停止する期間について

も、掲載期間に含まれるものとする。 

   ③ 広告掲載にあたっては、掲載の２週間前（令和８年４月１日掲載分は除く）

までに「水道局ホームページバナー広告掲載承認願兼検査調書」を提出し、水

道事業管理者の承認を得ること。 



   ④ 広告掲載内容等について疑義が生じた場合は、その都度、総務課と協議する

こと。 

       

３．広告原稿の納品 

  広告原稿については、内容等に関する承認を受け、完全版下（データ）で総務課に 

納品する。 

 

４．契約期間 

  契約日から令和９年３月３１日まで。ただし、広告バナーの掲載期間は、令和８年

４月１日午前９時から令和９年３月３１日まで。 

 

５．広告掲載料 

  （１）広告枠は、年間一括買取制とし、広告主からの未収分については、水道局は

責任を負わない。 

  （２）広告掲載料は、水道局が発行する納入通知書により、納入する。 

 

６．その他 

  この仕様書に定めのない事項は、双方協議して定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告バナー枠 

水道局ホームページ広告バナー掲載イメージ（ウェブ版） 参考 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道局ホームページ広告バナー掲載イメージ（スマホ版） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告バナー枠 



 〔様式１-２〕 

（広告代理店用） 

 

水道局ホームページバナー広告掲載承認願（宣誓書）兼検査調書 

  年  月  日 
福岡市水道事業管理者様 

住所 

氏名             
 

水道局ホームページバナー広告掲載について下記のとおり承認願います。 

 
記 

 

 
１．掲載日          年   月   日 

２．掲載箇所 

３．広告主及び広告内容  別紙の通り 
なお、当社が下記（１）～（５）の事項を満たしていることについて宣誓します。 

当社が下記の事項を満たしていないことが判明した場合には、広告掲出の取消、契約解

除等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。 
また、広告主からも下記（１）～（５）の事項を満たしている旨の報告を受けており、

当該広告主が下記の事項を満たしていないことが判明した場合には、広告掲出を取り消す

等、速やかに対応を行います。 
（１） 福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号）第２条２号に規定する

暴力団員又は同条例第６条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す

る者（法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。）でないこと 
（２） 地方税の滞納がないこと 

（３） 福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措

置を受けている者でないこと 
（４） 行政指導を受け改善がなされていないものでないこと 

（５） 福岡市水道局広告物に関する広告掲載実施要領 第４「広告事業者の責務等」のほ

か、関連規定を遵守すること 
 

契約のとおりの広告と認めます。 

 
  年  月  日 

備考 

１.（   ）については福岡市水道局広告物に
関する広告掲載実施要領第〇－□号に非

該当 

 ２. 

課 長 係 長 係 員 

   


